
 

令和５年度 第５回 

広域協議会 資料２－１ 

富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村 

地域公共交通活性化協議会規約（案） 

令和５年９月２８日 

（目的） 

第１条 富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村地域公共交通活性化協議会（以

下「協議会」という。）は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成

１９年法律５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、富田林

市、太子町、河南町及び千早赤阪村（以下「関係市町村」という。）のうち、令

和５年１０月１日現在における関係市町村の地域において金剛自動車株式会社に

よる路線バス（路線定期運行の用に供する自動車をいう。以下同じ。）の沿線地

域（以下「金剛バス沿線地域」という。）に係る法第５条第１項に規定する地域

公共交通計画の作成に関する協議並びにその計画の実施に関する連絡調整及び必

要な事務の管理執行を行うとともに、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

の規定に基づき、金剛バス沿線地域における地域の需要に応じた住民の生活に必

要な路線バス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に

即した旅客運送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、設置する。  

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、大阪府富田林市常盤町１番１号富田林市役所内とする。 

（協議事項） 

第３条 協議会は、金剛バス沿線地域における次に掲げる事項で、鉄道駅を起終点

として運行する系統路線（以下「幹線系統」という。）に関するものについて協

議するものとする。 

⑴ 地域公共交通計画の作成、変更及び実施に関する事項  

⑵ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事

項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、その他協議会の目的を達成するために必要な事

項 



２ 協議会は、それぞれの関係市町村における法第６条第１項の規定による協議会

（以下「単独協議会」という。）において協議する事項のうち、幹線系統への接

続その他の協議会が協議すべき事項に関連するものについては、必要に応じて単

独協議会に対し協議状況等の報告を求め、又は意見を聴くことができる。  

（組織） 

第４条 協議会は、委員３４人以内で組織し、別表に掲げる委員により構成する。  

２ 関係市町村は、必要があると認めるときは、委員を増員することができる。  

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長を置き、富田林市長をもって充てる。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長は、委員の中から副会長を指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長

の職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、

その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者に協議会への出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

５ 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な

議事運営に支障が生じると認められる協議事項については、非公開で行うものと

する。 



６ 会長は、やむを得ない事情があると認める場合は、文書その他の方法による持

ち回りの会議を行うことができる。 

７ 会長は、会議の結果を直近で開催される単独協議会に報告するものとする。 

（分科会等） 

第８条 会長は、第３条第１項の協議事項に関して、必要に応じて分科会等を設置

することができる。 

２ 分科会等は、第４条第１項に定める委員その他協議会が必要と認める者をもっ

て組織する。 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で協議が調った事項について、協議会の構成員は、その結果を尊重

し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

（事務局） 

第１０条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 協議会の事務局は、関係市町村と連絡調整を図り、協力してその事務を行う。  

３ 協議会の事務局は、富田林市交通政策担当課に置く。  

（会計年度） 

第１１条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる

ものとする。 

（経費） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰入金その他収入をも

って充てる。 

（監査） 

第１３条 協議会に監事を２名置き、委員の中から会長が指名する。  

２ 監事は、協議会の出納監査を行う。 

３ 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。  

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が



別に定める。 

（協議会の組織の変更及び解散） 

第１５条 協議会を設ける市町村の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し（軽

微なものを除く。）、又は協議会を解散しようとするときは、関係市町村（市町

村の増加の場合は、関係市町村及び増加に係る市町村）の協議によりこれを定め、

協議会に諮るものとする。 

（脱退） 

第１６条 前条の規定にかかわらず、協議会を脱退しようとする関係市町村は、１

２月末日までに他の全ての関係市町村に書面で予告の上、協議会の協議により、

当該年度の末日をもって協議会から脱退することができる。  

（協議会の解散等） 

第１７条 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、

会長であった者がこれを決算する。 

（財産処分） 

第１８条 第１５条又は第１６条の場合において、財産処分を必要とするときは、

関係市町村の協議によりこれを定める。 

（細則） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和５年１０月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 協議会の設置後、最初に委嘱又は任命される委員の任期については、第５条第

１項の規定にかかわらず、令和７年３月３１日までとする。  

（会計年度の特例） 

３ 協議会の設置初年度の会計年度については、第１１条の規定にかかわらず、こ



の規約の施行の日から令和６年３月３１日までとする。  

（検討） 

４ 第３条第１項第２号に係る事項については、当分の間、毎年度検討を加え、必

要があると認めるときは所要の措置が講じられるようにするものとする。  

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和６年２月２日から施行する。  

 

  



別表（第４条関係） 

構成 所属等 委員 

学識経験者 富山大学都市デザイン学部 准教授 猪井 博登 

運輸行政 国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局 輸送部門首席運輸企画専門官 

総務企画部門首席運輸企画専門

官 

大阪府 大阪府都市整備部交通戦略室 交通戦略室長が指名する者 

公安委員会 大阪府警察本部富田林警察署 富田林警察署長が指名する者 

道路管理者 大阪府富田林土木事務所 富田林土木事務所長が指名する

者 

住民又は利用者 富田林市民 富田林市交通会議会長が指名す

る市民委員（２名） 

太子町民 太子町地域公共交通会議会長が

指名する町民委員（２名） 

河南町民 河南町地域公共交通会議会長が

指名する町民委員（２名） 

千早赤阪村民 千早赤阪村地域公共交通活性化

協議会会長が指名する村民委員

（２名） 

公共交通事業者 近鉄バス株式会社 近鉄バス株式会社が指名する者 

南海バス株式会社 南海バス株式会社が指名する者 

近畿日本鉄道株式会社 近畿日本鉄道株式会社が指名す

る者 

南海電気鉄道株式会社 南海電気鉄道株式会社が指名す

る者 

大阪第一交通株式会社 大阪第一交通株式会社が指名す



る者 

近鉄タクシー株式会社 近鉄タクシー株式会社が指名す

る者 

一般社団法人大阪バス協会 一般社団法人大阪バス協会が指

名する者 

運転者団体 近鉄バス労働組合 近鉄バス労働組合が指名する者 

南海バス労働組合 南海バス労働組合が指名する者 

市町村 富田林市 富田林市長 

富田林市長が指名する者 

太子町 太子町長 

太子町長が指名する者 

河南町 河南町長 

河南町長が指名する者 

千早赤阪村 千早赤阪村長 

千早赤阪村長が指名する者 

 


